
                                   

全 員 協 議 会 資 料 

平成３０年(2018)３月２３日 

農 林 水 産 部 農 林 基 盤 課 

報告 農２ 

 

国営緊急農地再編整備事業 宍道湖西岸地区について 

 

 平田地域の宍道湖西岸地区における「国営緊急農地再編整備事業」は、国において、平成

２８年度から「地区調査」が実施されてきましたが、昨年末の閣議において平成３０年度農

林水産関係予算が概算決定されるとともに、平成３０年度に実施を見込む直轄事業地区とし

て公表されました。 

 これにより、現在、事業着手に向け、土地改良法に基づく手続きを進めておりますので、

スケジュール概略について報告します。 

 

 土地改良法に基づく手続きのスケジュール概略（予定） 

 

平成３０年２月１９日～３月１６日 

地域住民から意見聴取のための事業計画概要の公告・縦覧  法第８５条第６項 

      本事業の計画概要について、地域住民から意見聴取します。 

  

平成３０年４月～５月頃 

事業参加資格者からの同意徴集              法第８５条第２項 

         事業計画概要を公告後、事業参加資格者から同意を徴集します。 

          

平成３０年７月頃 

農林水産大臣への事業施行申請              法第８５条第８項 

                 島根県知事を経由して国（農林水産大臣）に事業施行の申請を行います。 

                 

平成３０年８月頃 

国営事業所の開所（平田地域内） 

          

  

平成３０年１１月頃 

農林水産大臣による事業計画決定             法第８７条第１項 

                 施行申請を受けた国（農林水産大臣）は、島根県知事との協議を経た後、 

                 事業計画を定めます。 

平成３０年１１月頃 

事業着手 

                 国は、事業計画を定めたことを公告し、事業計画が確定した後、事業に 

                 着手します。 


